
県
指
定
文
化
財



県
重
宝
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建
造
物



県
重
宝

法
眼
寺
鐘
楼
堂

所
在
地

黒
石
市
大
字
山
形
町
八
二

所
有
者

法
眼
寺
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柱
間

上
・
下
層
と
も
柱
真
々

九
・
〇
四
尺

庇
柱
間

柱
真
々
一
五
・
八
四
尺

高
さ
二
四
尺

構
造

二
重

上
層

寄
棟
造
茅
葺

下
層

「
こ
け
ら
」
葺

法ほ
う

眼げ
ん

寺じ

の
境
内
に
あ
る
鐘
し
ょ
う

楼ろ
う

堂ど
う

は
、
延え
ん

享き
ょ
う三
年
（
一
七
四
六
）
に
、
黒
石
津
軽
家
や
檀
信
徒
の
喜き

捨し
ゃ

に
よ
っ
て
建

立
さ
れ
た
。
法
眼
寺
は
黄お
う

檗ば
く

禅ぜ
ん

宗し
ゅ
うで

あ
る
た
め
、
本
堂
・
鐘
楼
堂
と
も
県
内
で
も
珍
し
い
「
唐
風
造
り
」
で
あ
る
。

形
の
よ
い
宝ほ
う

形ぎ
ょ
う造
り
の
茅
葺
き
屋
根
に
は
、
方
形
の
露ろ

盤ば
ん

を
置
き
宝ほ
う

珠じ
ゅ

を
飾
っ
て
い
る
。
身も

舎や

は
角
柱
を
石い
し

端ば

立た
て

と
し
、
地じ

覆ふ
く

を
置
い
て
い
る
。
身
舎
下
部
に
付
け
ら
れ
た
裳も
こ

階し

も
石
の
礎そ

盤ば
ん

に
角
柱
を
立
て
て
あ
り
、
こ
れ
に
水み
ず

引ひ
き

虹こ
う

梁り
ょ
うを

渡
し
、
全
体
を
吹ふ
き

放は
な
ちに

し
て
い
る
。
裳
階
の
屋
根
は
銅
板
葺
き
で
あ
る
が
、
建
築
当
初
は
柾ま
さ

葺
き
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

身
舎
の
上
部
に
は
梵ぼ
ん

鐘し
ょ
うが

吊
ら
れ
、
四
方
に
花か

頭と
う

窓ま
ど

を
設
け
て
い
る
。
そ
の
外
部
に
は
四し

方ほ
う

切き
り

目め

縁え
ん

を
回
し
て
跳と
び

高こ
う

欄ら
ん

を
組
ん
で
い
る
。
身
舎
下
層
は
観
音
堂
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
正
面
の
出
入
り
口
に
両
開

き
の
桟さ
ん

唐か
ら

戸ど

を
吊
る
し
、
側
面
と
背
面
に
は
明
り
障
子
の
窓
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

全
体
的
に
簡
素
な
造
り
で
あ
る
が
、
裳
階
の
水
引
虹
梁
や
木き

鼻ば
な

の
彫
刻
は
、
近
世
寺
社
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

身
舎
及
び
裳
階
と
も
に
疎
ま
ば
ら

扇お
う

垂ぎ
た

木る
き

と
し
て
あ
る
こ
と
も
珍
し
い
。

さ
て
、
鐘
楼
堂
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
梵
鐘
に
は
、
次
の
よ
う
な
由
来
が
あ
る
。

梵
鐘
は
、
享
き
ょ
う

保ほ
う

八
年
（
一
七
二
三
）
四
月
、
武ぶ
し

州ゅ
う

江こ
う

都と

（
東
京
都
八
王
子
市
）
の
有
名
な
鋳い

物も
の

師し

に
よ
っ
て
製
造
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さ
れ
た
。
完
成
後
、
船
で
運
搬
し
た
が
、
水
戸
の
沖
合
い
で
難
破
沈
没
し
た
。
し
か
し
、
安あ
ん

永え
い

八
年
（
一
七
七
九
）

常
陸
国
鹿
島
郡
上
畑
村

ひ
た
ち
の
く
に
か
し
ま
ぐ
ん
う
え
は
た
む
ら

（
茨
城
県
鹿
島
市
）
の
沖
合
い
で
発
見
さ
れ
、
水
戸
藩
の
援
助
に
よ
り
法
眼
寺
ま
で
運
ば
れ

た
。
そ
の
後
、
文
ぶ
ん
き

久ゅ
う

三
年
（
一
八
六
三
）
九
月
と
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
五
月
の
大
火
の
際
、
半
鐘
が
わ
り
に

乱
打
さ
れ
た
た
め
ひ
び
割
れ
が
生
じ
廃
鐘
と
な
っ
た
。
再
び
鋳
造
さ
れ
た
も
の
の
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
供

出
さ
せ
ら
れ
、
鐘
楼
堂
に
主
の
な
い
時
期
が
続
い
た
と
い
う
。

現
在
の
梵
鐘
は
、
法
眼
の
位

を
持
つ
棟
方
志
功
に
よ
っ
て
寄

贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
檀
信

徒
の
助
力
も
あ
っ
て
設
置
さ
れ

た
も
の
だ
と
い
う
。

鐘楼堂の梵鐘

棟方志功の仏画
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県
重
宝

法
眼
寺
本
堂

所
在
地

黒
石
市
大
字
山
形
町
八
二

所
有
者

法
眼
寺

入
母
屋
造

妻
入

茅
葺

向
拝
一
間

向
唐
破
風

鉄
板
葺
（
旧
柾
葺
）

北
面

桁
行

一
七
・
一
九
〇
ｍ

梁
間

一
四
・
三
二
五
ｍ

向
拝
幅

五
・
七
三
〇
ｍ

向
拝
の
出

二
・
八
六
五
ｍ

建
築
面
積

二
六
二
・
六
七
㎡

（
約
七
九
・
三
六
坪
）

法ほ
う

眼げ
ん

寺じ

の
本
堂
は
、
寛か
ん

保ぽ
う

二
年
（
一
七
四
二
）
の
火
災
で

焼
失
し
、
ま
た
宝ほ
う

暦れ
き

九
年
（
一
七
五
九
）
と
明め
い

和わ

三
年
（
一
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七
六
六
）
の
大
地
震
で
破
壊
さ
れ
た
。
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
仮
本
堂
と
し
て
再
建
立
し
た
の
が
、
現
在
に
至
っ

て
い
る
。

本
堂
正
面
に
は
、
向
唐
破
風

む
か
い
か
ら
は
ふ

の
向こ
う

拝は
い

玄
関
が
あ
り
、
正
面
の
妻
飾
り
は
三
さ
ん
じ

重ゅ
う

虹こ
う

梁り
ょ

大う
た

瓶い
へ

束い
づ
かか
ら
な
る
。
こ
の
妻
飾

り
の
架
構
は
、
大
き
な
茅
葺
屋
根
と
と
も
に
壮
大
で
あ
る
。
本
堂
の
内

部
は
四
室
に
区
分
さ
れ
、そ
の
境
は
無
目
の
敷
居
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
。

内
外
陣
を
区
切
る
太
い
柱
は
角
柱
で
、
左
右
に
大だ
い

虹こ
う

梁り
ょ
うが

渡
さ
れ
、
木き

鼻ば
な

を
出
し
、
二
段
の
出で

三み
つ

斗と

と
蟇
か
え
る

股ま
た

を
置
く
。
ま
た
、
内
陣
を
取
り
囲

む
よ
う
に
三
方
に
虹
梁
を
架
け
渡
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
蟇
股
を
置
く
。
来ら
い

迎ご
う

柱ば
し
らも

角
柱
で
、
頭
か
し
ら

貫ぬ
き

、
木き

鼻ば
な

に
台
輪
を
載
せ
て
二
段
の
出
三
斗
と
蟇

股
を
置
い
て
い
る
。
内
陣
の
天
井
は
折
り
上
げ
格ご
う

天て
ん

井じ
ょ
うで

、
外げ

陣じ
ん

は
格

天
井
と
し
て
い
る
。

法
眼
寺
の
本
堂
で
は
、
虹
梁
が
内
陣
廻
り
に
架
け
渡
さ
れ
て
い
る
の

み
で
あ
り
、
円
柱
を
一
本
も
用
い
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
仮
本
堂
と
し

て
建
ら
れ
た
た
め
、
若
し
く
は
方
丈
型
本
堂
の
古
い
形
式
が
残
さ
れ
て

い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
簡
素
な
造
り
な
が
ら
豪

壮
な
構
え
の
本
堂
で
あ
り
、細
部
に
年
代
の
特
徴
が
良
く
表
れ
て
い
る
。

内外陣の大虹粱
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〈
法
眼
寺
〉

法ほ
う

眼げ
ん

寺じ

は
、
延え
ん

宝ぽ
う

八
年
（
一
六
八
〇
）、
勢せ
い

州し
ゅ

阿う
あ

坂ざ
か
（
三
重
県
）
出
身
の
南
な
ん
し

宗ゅ
う

元げ
ん

頓と
ん

に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
た
黄お
う

檗ば
く

禅ぜ
ん

宗し
ゅ
うの
寺
で
あ
る
。

寺
は
最
初
、
温
湯
村
に
建
立
さ
れ
た
が
、
元げ
ん

禄ろ
く

四
年
（
一
六
九
一
）
に
黒
石
三
代
領
主
津
軽
政ま
さ

兕と
ら

の
命
に
よ
り
現

在
の
山
形
町
へ
移
さ
れ
た
。
以
降
、
領
（
藩
）
主
の
祈
願
所
と
し
て
寺
領
が
与
え
ら
れ
た
。

本
堂
に
は
、
津
軽
三
十
三
観
音
の
一
つ
で
あ
る
十
一
面
観
世
音
も
安
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
観
音
像
は
、
津
軽
三

十
三
観
音
霊
場
第
二
十
六
番
札
所
で
あ
っ
た
黒
石
観
音
堂
に
奉
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
大
火
に

よ
り
堂
が
焼
失
し
た
。
そ
の
た
め
、
観
音
像
は
法
眼
寺
に
移
さ
れ
、
寺
は
第
二
十
六
番
札
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
は
鐘
楼
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
黒
石
藩
と
松
前
藩
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
正
四
、
五
年
（
一
九
一
五
、
六
）
に
松
前

藩
主
の
菩
提
寺
で
あ
る
経
堂
寺
が
合
寺
に
な
り
、
歴
代
位
牌
や
藩
主
位
牌
が
移
さ
れ
て
い
る
。

法
眼
寺
に
は
、
県
重
宝
の
鐘
楼
堂
や
本
堂
の
ほ
か
に
も
市
指
定
の
文
化
財
で
あ
る
山
門
・
開
山
堂
・
砂
踏
之
碑
な

ど
近
世
の
遺
構
が
よ
く
揃
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
境
内
に
は
松
尾
芭
蕉
や
秋
田
雨
雀
の
句
碑
な
ど
も
建
て
ら
れ
て
い
る
。
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県
重
宝

黒
石
市
消
防
団

第
三
分
団

第
三
消
防
部
屯
所

所
在
地

黒
石
市
大
字
甲
徳
兵
衛
町
三

所
有
者

黒
石
市
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建

物

一
階

間
口
六
・
三
六
〇
ｍ

奥
行
一
四
・
五
三
七
ｍ

面
積
八
二
・
八
〇
㎡

二
階

間
口
五
・
四
五
〇
ｍ

奥
行
一
三
・
九
八
〇
ｍ

面
積
七
八
・
六
七
㎡

望

楼

三
階

二
・
二
七
ｍ
×
二
・
二
七
ｍ

面
積
五
・
一
五
㎡

四
階

一
・
九
七
ｍ
×
一
・
九
七
ｍ

面
積
三
・
八
八
㎡

五
階

一
・
五
一
ｍ
×
一
・
五
一
ｍ

面
積
二
・
二
八
㎡

甲
徳
兵
衛
町
に
所
在
す
る
第
三
消
防
部
屯
所
は
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
建
築
さ
れ
た
木
造
の
二
階
建
て

建
物
で
あ
る
。
建
築
当
時
は
、
一
階
に
蒸
気
ポ
ン
プ
を
格
納
し
、
二
階
前
方
に
バ
ル
コ
ニ
ー
を
設
け
て
い
た
。
し
か

し
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
ノ
ー
ザ
ン
式
消
防
自
動
車
の
配
備
に
伴
い
、
一
階
部
分
を
増
築
し
た
た
め
バ
ル
コ

ニ
ー
は
取
り
外
さ
れ
、
現
在
は
幅
一
・
二
五
ｍ
の
廊
下
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
階
部
分
前
方
に
火
の
見
や
ぐ
ら

と
し
て
設
計
さ
れ
た
一
間
×
一
間
の
望
楼
を
三
段
載
せ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
五
階
建
て
の
建
物
に
な
っ
て
い
る
。

一
階
は
消
防
車
を
入
れ
て
お
く
空
間
を
大
き
く
取
り
、
後
方
に
流
し
場
、
洗
面
所
を
配
置
し
て
い
る
。
空
間
部
分

は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
間
で
あ
り
、奥
に
は
八
畳
間
の
和
室
を
配
置
し
て
い
る
。
階
段
は
前
方
と
後
方
に
配
さ
れ
て
お
り
、

望
楼
へ
の
通
路
と
し
て
前
方
の
階
段
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
二
階
は
、
十
八
畳
間
と
十
二
畳
間
の
部
屋
が
縦
列
に
並

び
、
当
時
は
結
婚
式
や
会
合
な
ど
が
行
わ
れ
、
集
会
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

黒
石
市
に
は
望
楼
を
載
せ
た
消
防
屯
所
が
六
箇
所
あ
り
、
一
番
古
い
の
は
元
町
の
第
二
部
屯
所
で
あ
る
が
、
本

件
は
造
形
的
に
も
優
れ
、
保
存
状
態
も
良
好
で
あ
る
。
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重
宝
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県
重
宝

金き
ん

梨な

子し

地じ

牡ぼ

丹た
ん

紋も
ん

散ち
ら
し

蒔ま
き

絵え

衛え

府ふ

太
刀
拵

た
ち
こ
し
ら
え

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
二
〇

所
有
者

黒
石
神
社

鞘

七
三
・
八
㎝

柄

二
四
・
五
㎝

鐔

三
・
五
㎝
×
八
・
二
㎝

衛え

府ふ

太
刀
拵

た
ち
こ
し
ら
え

と
は
、
衛
府
の
官
人
が
佩は
い

用よ
う

し
た
太
刀
拵
の
様
式
の
一
つ

で
、
実
戦
用
と
儀
式
用
が
あ
る
。

柄つ
か

に
は
鮫
の
皮
が
張
ら
れ
、滑
り
止
め
と
し
て
金
の
俵
た
わ
ら

鋲び
ょ
うが
表
に
五
個
、

裏
に
四
個
付
い
て
い
る
。

鞘さ
や

全
体
は
、
金
に
金
粉
を
蒔
き
透
明
な
漆
を
塗
っ
て
磨
ぎ
出
し
た
金き
ん

梨な

子し

地じ

と
し
、
盛
り
上
が
り
の
あ
る
高た
か

蒔ま
き

絵え

で
五
葉
の
牡
丹
を
散
ら
す
。
五

葉
の
牡
丹
は
黒
石
藩
の
家
紋
で
あ
る
。

拵
金
具
に
は
、
鏨た
が
ねで

細
い
線
を
刻
む
毛
彫
り
で
素
銅
地
に
金こ
ん

色じ
き

絵え

五ご

葉よ
う
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牡ぼ

丹た
ん

紋も
ん

と
唐か
ら

草く
さ

文も
ん

を
施
し
、
革
緒
は
緑
色
に
染
め
ら
れ
優

美
で
あ
る
。

こ
の
太
刀
は
現
在
、
御
神
刀
と
呼
ば
れ
、
黒
石
神
社
に

奉
納
さ
れ
て
い
る
。
御
神
刀
と
い
わ
れ
る
理
由
は
、
黒
石

十
一
代
藩
主
津
軽
承つ
ぐ

叙み
ち

が
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
帯
刀
が

許
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
黒
石
初
代
領
主
信の
ぶ

英ふ
さ

を
祀
る

黒
石
神
社
に
奉
納
し
た
た
め
で
あ
る
。

承
叙
は
弘
前
藩
の
一
門
で
あ
る
津
軽
直な
お

記き

順ゆ
き

朝と
も

の
二
男

と
し
て
生
ま
れ
、
幼
名
を
本
次
郎
朝
澄
と
称
し
、
式し
き

部ぶ
し

少ょ
う

輔ゆ
う

に
任
ぜ
ら
れ
て
承
叙
と
改
名
し
た
。
黒
石
十
代
藩
主
津

軽
承つ
ぐ

保や
す

が
嘉か

永え
い

四
年
（
一
八
五
一
）
九
月
二
十
四
日
に
急

死
し
、
妹
の
末ま
つ

期ご

養よ
う

子し

と
し
て
黒
石
十
一
代
藩
主
を
継
い

だ
。
そ
の
折
、
弘
前
十
一
代
藩
主
津
軽
順ゆ
き

承つ
ぐ

か
ら
、
刀
・

甲
冑
・
そ
の
他
種
々
の
賜
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
中
に
奉
納
さ
れ
た
太
刀
が
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。

「柄」

「鞘」
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〈
黒
石
藩
祖
信
英
と
黒
石
神
社
〉

黒
石
藩
祖
と
い
わ
れ
て
い
る
初
代
領
主
津つ

軽が
る

信の
ぶ

英ふ
さ

は
、
明め
い

暦れ
き

二
年
（
一
六
五
六
）、
弘
前
藩
か
ら
五
千
石
の
分
知
を

受
け
「
黒
石
津
軽
家
」
を
創
立
、「
黒
石
領
」
を
成
立
さ
せ
、
後
年
の
「
黒
石
藩
」
の
基
礎
を
作
っ
た
。

信
英
は
弘
前
二
代
藩
主
津
軽
信の
ぶ

枚ひ
ら

の
二
男
で
、
津
軽
為た
め

信の
ぶ

の
孫
に
あ
た
る
。
元げ
ん

和な

六
年
（
一
六
二
〇
）
十
月
六
日
、

江
戸
神
田
の
藩
邸
で
生
ま
れ
た
。
幼
名
を
万
吉
と
い
い
、
長
じ
て
信の
ぶ

逸と
き

、
信
秀
、
分
知
後
は
十
郎
左
衛
門
信
英
を
名

乗
っ
た
。
寛か
ん

永え
い

八
年
（
一
六
三
一
）
四
月
一
日
、
十
二
歳
の
信
英
は
、
弘
前
三
代
藩
主
を
継
い
だ
兄
信の
ぶ

義よ
し

と
と
も
に

三
代
将
軍
家
光
に
初
見
し
、
同
十
九
年
（
一
六
四
二
）
に
は
、
二
十
三
歳
で
幕
府
小
姓
組
に
召
し
出
さ
れ
「
幕
府
旗

本
」
と
な
っ
た
。
江
戸
を
生
活
の
本
拠
と
し
公
務
に
勤
め
る
一
方
で
文
武
の
修

業
に
も
励
み
、
当
時
の
高
名
な
兵
学
者
山や
ま

鹿が

素そ

行こ
う

に
学
ん
だ
。
文
武
両
道
に
優

れ
た
信
英
に
幕
府
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
。

明め
い

暦れ
き

元
年
（
一
六
五
五
）
十
一
月
、
弘
前
藩
三
代
藩
主
信
義
が
三
十
七
歳
で

急
死
し
、
十
歳
の
平
蔵
が
四
代
藩
主
を
継
ぐ
と
、
叔
父
に
あ
た
る
信
英
が
幕
府

か
ら
後
見
役
と
し
て
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
幕
府
は
平
蔵
に
四
万
七
千
石
を

受
け
継
が
せ
、
こ
の
う
ち
五
千
石
を
信
英
に
分
知
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。

翌
二
年
（
一
六
五
六
）
三
月
二
十
三
日
、
幕
府
か
ら
帰
国
の
許
可
を
受
け
、

信英肖像
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四
月
二
十
六
日
に
弘
前
に
帰
城
し
、
た
だ
ち
に
政
務
を
開

始
し
た
。
ま
ず
、「
黒
石
津
軽
家
」
を
創
立
し
、
黒
石
村
に

陣
屋
を
設
け
町
割
り
を
行
っ
た
。
信
英
は
、
引
き
続
き
幕

府
旗
本
、
弘
前
藩
の
後
見
人
、
黒
石
領
主
と
い
う
激
務
を

こ
な
し
た
。
武
力
に
た
よ
ら
ず
文
治
主
義
的
な
政
治
姿
勢

を
貫
き
、
弘
前
藩
と
黒
石
領
を
治
め
た
。

寛か
ん

文ぶ
ん

二
年
（
一
六
六
二
）
九
月
二
十
二
日
、
弘
前
城
内

で
信
英
が
四
十
三
年
の
生
涯
を
閉
じ
る
と
、
遺
命
に
よ
り

儒
道
を
も
っ
て
黒
石
陣
屋
の
東
側
に
埋
葬
さ
れ
た
。
以
来

こ
の
地
は
御
廟
と
な
っ
た
。
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）、

信
英
を
追
慕
し
拝
殿
を
建
立
、
信
英
を
神
霊
と
し
て
祀
り

黒
石
神
社
と
し
た
。

黒石神社

39



県
重
宝
・
歴
史
資
料



県
重
宝

明
暦
二
年
津
軽
十
郎
左
衛
門
拝
領

山
形
黒
石
領
外
浜
平
内
領
検
地
帳（
明
暦
の
検
地
帳
）

所
有
者

黒
石
市

『
明め
い

暦れ
き

の
検け
ん

地ち
ち

帳ょ
う

』
は
、
明
暦
年
間
に
お
け
る
黒
石
領
内

の
地
名
、
作
人
名
、
耕
作
面
積
、
作
物
名
な
ど
が
克
明
に
記

録
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
土
地
台
帳
の
こ
と
で
あ
る
。

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）、
黒
石
初
代
領
主
津
軽
信の
ぶ

英ふ
さ

は
弘

前
藩
か
ら
五
千
石
で
分
知
し
た
。
領
地
は
、黒
石
領
二
千
石
、

平
内
一
千
石
、
上
州
勢
多
郡

じ
ょ
う
し
ゅ
う
せ
た
ぐ
ん

（
群
馬
県
）
二
千
石
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
黒
石
領
と
平
内
領
に
つ
い
て
、
弘
前
藩
が
検
地
を

実
施
し
て
い
る
。

冊
子
は
全
部
で
二
十
二
冊
あ
り
、
う
ち
七
冊
が
黒
石
領
、

十
五
冊
が
平
内
領
で
あ
る
。
冊
子
の
体
裁
は
半
紙
判
の
和
紙

を
二
つ
折
り
に
し
、
墨
筆
で
縦
書
き
に
し
た
古
文
書
で
、
表
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紙
に
、
村
名
、
検
地
の
実
施
年
月
日
、
担
当
者
名
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
検
地
帳
か
ら
、
黒
石
が
分
知
し
た
当
時
の
作
物
は
以
下
の
通
り
で
、
現
在
よ
り
多
く
の
種
類
を
作
付
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

米

粟

稗

そ
ば

大
豆

小
豆

大
根

な
す

油

麻

た
ば
こ

長
命
草

麦

あ
い

い
も
等

ま
た
、
作
人
名
の
右
肩
に
は
町
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
す
で
に
町
名
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
、
次
の
町
名
が
確
認
で
き
る
。

寺
町

本
町

古
町

お
い
た
町

上
町

横
町

新
八
町

浦
町

派
町

徳
兵
衛
派

黒
石
の
町
名
は
、
信
英
が
分
知
後
、
城
下
町
を
形
成
し
た
と
き
に
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

検
地
帳
に
町
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
英
が
実
施
し
た
町
割
は
黒
石
に
存
在
す
る
古
い
町
並
み
を
基
礎
に

し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
侍
町
（
内
町
、
一
の
町
）
を
は
じ
め
職
人
町
（
か
じ
町
、
大
工
町
等
）

や
、
新
た
に
商
人
町
（
前
町
、
中
町
）
を
加
え
て
黒
石
の
町
並
み
を
整
備
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
明
暦
の
検
地
帳
は
、
黒
石
領
が
開
町
す
る
当
時
の
史
的
事
実
を
記
述
し
て
い
る
最
も
貴
重
な
資
料

で
あ
る
。ま
た
、『
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
うの

検
地
帳
』
よ
り
も
約
三
十
年
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
津
軽
領
内
最
古
の
検
地
帳
で
あ
る
。
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県
無
形
民
俗
文
化
財

大
川
原
の
火
流
し

所
在
地

黒
石
市
大
字
大
川
原

保
持
団
体

大
川
原
火
流
し
保
存
会

お
盆
の
八
月
十
六
日
の
夜
、
中
野
川
を
赤
々
と
染
め
な
が

ら
「
火
の
舟
」
を
勇
壮
に
押
し
流
す
「
大
川
原
の
火
流
し
」

は
、
南
朝
方
の
落お
ち

人う
ど

集
落
に
約
六
百
五
十
年
も
続
く
奇
習
と

し
て
有
名
で
あ
る
。
現
在
は
、
村
内
安
全
、
疫
病
退
散
を
祈

り
、
稲
作
の
豊
凶
を
占
う
伝
統
行
事
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
る
。

火
流
し
の
舟
は
、
ア
シ
ガ
ヤ
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
大
き
さ
は
、
長
さ
三
・
〇
ｍ
、
幅
一
・
五
ｍ
、
帆
柱
三
・

〇
ｍ
で
あ
る
。
ま
た
、
舟
は
三
隻
作
る
が
、
一
隻
の
舟
を
六

人
の
若
者
が
引
張
る
。
す
げ
笠
に
サ
シ
コ
の
農
良
着
姿
の
若

者
が
、
帆
柱
の
火
を
消
さ
な
い
よ
う
に
「
ヤ
ー
レ
ヤ
ー
レ
、
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ヤ
ー
レ
ヤ
」
と
掛
け
声
を
発
し
な
が
ら
舟
を
走
ら
せ
る
。
そ

の
姿
は
勇
壮
で
あ
る
。

川
岸
で
は
、
笛
や
太
鼓
の
囃
子
で
、
奔
流
の
中
を
悪
戦
苦

闘
す
る
若
者
達
に
勢
い
を
つ
け
る
。
こ
の
囃
子
は
、
登
山
囃

子
や
ね
ぷ
た
囃
子
と
も
異
な
り
、
独
特
の
哀
調
を
帯
び
た
囃

子
で
あ
る
。

「
大
川
原
の
火
流
し
」
は
、
後ご

醍だ
い

醐ご

天て
ん

皇の
う

の
第
八
皇み

子こ

宗む
ね

良よ
し

親し
ん

王の
う

の
子
孫
が
、
北
朝
方
に
追
わ
れ
津
軽
に
流
れ
て
大
川

原
に
住
み
つ
き
、
戦
死
者
の
慰
霊
の
た
め
に
始
め
た
精
し
ょ
う

霊ろ
う

流

し
が
原
形
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
宗
良
親
王
に
関
す
る
古
文
書
に
は
、「
信
濃
大
河

原
香
坂
高
宗（
高
坂
ト
モ
称
シ
子
孫
津
軽
ニ
大
河
原
ヲ
創
ス
）

奉
迎
シ
…
…
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
川
原
に

住
み
つ
い
た
落
人
は
、
信
濃
大
河
原
の
香こ
う

坂さ
か

（
高
坂
）
高た
か

宗む
ね

の
子
孫
で
あ
る
ら
し
い
。

長
野
県
大
鹿
村
（
大
河
原
は
、
下し
も

伊い

那な

郡
大
鹿
村
の
一
部

「火の舟」製作の様子
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に
な
っ
て
い
る
）
の
村
史
編
さ
ん
室
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ

ろ
、香
坂
高
宗
は
実
在
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

香
坂
高
宗
は
、
南
北
朝
時
代
（
一
三
三
六
〜
一
三
九
二
）

に
信
濃
大
河
原
一
帯
を
領
有
し
て
い
た
豪
族
で
あ
る
。
宗
良

親
王
が
北
朝
方
に
追
わ
れ
た
時
、
香
坂
高
宗
を
頼
り
、
大
河

原
城
に
迎
え
ら
れ
た
。
宗
良
親
王
が
亡
く
な
る
ま
で
三
十
年

近
く
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
子
孫
が
津

軽
に
移
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。

大
川
原
に
住
み
つ
い
た
の
は
、
高
宗
の
子
孫
と
宗
良
親
王

お
付
き
の
公
家
の
一
族
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
数
百
年

も
の
間
、
伝
統
行
事
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
に
、

文
化
財
と
し
て
の
価
値
は
高
い
。

保
存
会
は
、
後
継
者
対
策
と
し
て
若
妻
会
・
大
川
原
小
学

校
の
児
童
の
指
導
に
力
を
注
い
で
い
る
。

出陣前の様子
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県
無
形
民
俗
文
化
財

黒
石
ね
ぷ
た

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
五
―
二

保
持
団
体

黒
石
青
年
会
議
所

青
森
県
内
で
は
、
青
森
市
の
「
人
形
ね
ぶ
た
」、
弘
前
市
の

「
扇
ね
ぷ
た
」
が
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
黒
石
の
ね

ぷ
た
は
、
人
形
ね
ぷ
た
と
扇
ね
ぷ
た
の
両
方
が
共
存
し
て
い

る
。
人
形
ね
ぷ
た
の
構
造
は
、
５
段
か
ら
な
る
高
欄
上
に
人

形
の
本
体
を
乗
せ
、
さ
ら
に
見
送
り
絵
が
つ
い
て
い
る
こ
と

に
特
色
が
あ
る
。
青
森
市
と
比
較
す
れ
ば
小
規
模
で
あ
る

が
、つ
く
り
方
が
繊
細
で
色
彩
も
鮮
や
か
で
あ
る
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
。

黒
石
ね
ぷ
た
の
起
源
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
『
黒
石

地
方
誌
』「
山
田
家
記
」
の
中
に
「
天て
ん

明め
い

六
年
（
一
七
八
六
）

七
夕
祭
、
例
年
の
通
り
賑
々
敷
…
…
」
と
い
う
文
が
あ
る
こ
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と
か
ら
、
天
明
六
年
以
前
に
「
黒
石
ね
ぷ
た
」
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
代
の
ね
ぷ
た
は
、
扇
ね
ぷ
た

で
は
な
く
、
持
歩
行
の
組
ね
ぷ
た
で
あ
っ
た
。
現
在
の
よ
う

な
ね
ぷ
た
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
以
降
と
み
ら
れ
る
。

藩
政
時
代
か
ら
七
夕
祭
灯
籠
と
し
て
受
け
つ
が
れ
て
き
た

黒
石
ね
ぷ
た
は
、幕
末
ま
で
消
防
組
単
位
で
出
陣
し
て
い
た
。

現
在
の
祭
り
の
形
態
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て

か
ら
で
、
運
行
台
数
は
最
盛
期
に
は
七
十
台
以
上
と
日
本
一

で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
五
十
台
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
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県
無
形
民
俗
文
化
財

上
十
川
獅
子
踊

所
在
地

黒
石
市
大
字
上
十
川

保
持
団
体

上
十
川
獅
子
踊
保
存
会

獅
子
舞
は
、
鎌
倉
時
代
に
天て
ん

竺じ
く

の
国
（
イ
ン
ド
の
古
い
呼
び
名
）
か
ら

唐
の
国
（
中
国
）
を
経
て
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
。
以
来
、
獅
子
舞
は
病

難
、
災
難
、
悪
魔
払
い
の
祈き

祷と
う

・
祈
願
に
役
立
て
ら
れ
、
一
般
の
人
々
の

信
仰
と
し
て
今
日
ま
で
栄
え
て
い
る
。

上か
み

十と

川が
わ

の
獅
子
踊
の
草
創
に
は
次
の
よ
う
な
由
来
が
あ
る
。

十
六
世
紀
の
武
将
、
千せ
ん

徳と
く

政ま
さ

氏う
じ

が
浅
瀬
石
城
十
代
城
主
で
あ
っ
た
時
、

浅
瀬
石
川
の
川
原
に
六
郎
右
エ
門
と
い
う
浪
人
が
住
ん
で
い
た
。
彼
は
毎

日
獅
子
笛
を
吹
い
て
い
た
。
あ
る
日
、
獅
子
笛
の
音
を
聞
い
て
い
た
愛
宕
あ
た
ご

の
住
職
が
六
郎
右
エ
門
を
訪
れ
、
中な
か

野の

不ふ

動ど
う

尊そ
ん

の
寄
進
獅
子
を
作
っ
て
く

れ
る
よ
う
に
依
頼
し
た
。
六
郎
右
エ
門
は
早
速
引
き
受
け
、
桐
の
根
株
か

ら
一
揃
の
獅
子
を
作
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
浅
瀬
石
城
主
政
氏
も
獅
子
一

揃
を
所
望
し
、
六
郎
右
エ
門
に
作
ら
せ
た
。
そ
の
た
め
六
郎
右
エ
門
を
家
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臣
に
取
り
立
て
品
川
の
姓
を
与
え
た
。
以
来
千
徳
氏
の
抱
獅
子

か
か
え
じ
し

と
し
て
保
存
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
浅
瀬
石
城
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う二
年
（
一
五
九
七
）
二
月
二
十
八
日
、
津つ

軽が
る

為た
め

信の
ぶ

に
よ
っ
て
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
、
十
一

代
城
主
安あ

芸き

之の

助す
け

政ま
さ

保や
す

は
戦
死
し
た
。
十
代
城
主
小こ

太た

郎ろ
う

政ま
さ

俊と
し

は
、
残
さ
れ
た
者
を
連
れ
て
南
部
に
脱
走
し
た
。
こ

の
時
、
村
人
に
よ
っ
て
獅
子
が
保
存
さ
れ
た
が
、
天て
ん

保ぽ
う

元
年
（
一
八
三
○
）
七
月
八
日
に
野の

際ぎ
わ

村む
ら

に
移
さ
れ
た
。

し
か
し
、
野
際
村
で
は
獅
子
踊
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
古
い
獅
子
を
上
十
川
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
村
全
体
に
悪あ

く

疫え
き

が
流
行
し
た
。
村
人
た
ち
は
獅
子
を
埋
め
た
た
め
に
悪
疫
が
発
生
し
た
と
考
え
、

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
四
月
二
十
七
日
に
野
際
村
か
ら
獅
子
を
譲
り
受
け
、
太
鼓
を
叩
き
獅
子
舞
を
踊
っ
た
と
こ

ろ
、
猛
烈
な
悪
疫
も
無
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
上
十
川
の
獅
子
踊
は
凶
事
退
散
の
舞
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
獅
子
踊
に
は
祈

禱
の
踊
り
と
一
般
余
興
の
踊
り
が
あ
り
、
祈
禱
の
踊
り
に
は
不
動
経
を
唱
え
、
余
興
の
際
に
は
、
讃
美
を
唱
え
る
の

が
習
わ
し
で
あ
る
。

獅
子
踊
は
獅
子
と
囃
子
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

獅
子
の
構
成

オ
ガ
獅
子
（
案
内
者
）

囃
子
の
構
成

笛

三
人

牡

獅
子
（

小

）

太

鼓

二
人

〃

（

中

）

天
平
鉦

二
人

牝

獅
子
（

大

）

謡

一
人

山
持
ち
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踊
り
の
内
容

①
一
頭
の
牡
獅
子
が
牝
獅
子
を
隠
し
た
た

め
、
他
の
一
頭
の
牡
獅
子
が
怒
り
、
格
闘
に
な
る
。
②
一
頭
は

敗
れ
て
気
絶
す
る
が
、
オ
ガ
獅
子
の
介
抱
と
励
ま
し
に
よ
っ
て

気
を
取
り
戻
し
、
再
び
激
し
い
格
闘
に
な
る
。
③
牝
獅
子
は
格

闘
を
嫌
い
、
一
株
の
ス
ス
キ
の
陰
に
姿
を
隠
す
。
④
オ
ガ
獅
子

は
、
牝
獅
子
を
連
れ
戻
し
、
側
で
格
闘
を
や
め
て
牝
獅
子
の
表

情
を
う
か
が
っ
て
い
る
牡
獅
子
に
仲
な
お
り
を
さ
せ
る
。
⑤
二

頭
の
牡
獅
子
は
、
仲
な
お
り
を
し
て
う
れ
し
い
と
唱
え
る
。

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
九
月
二
十
八
日
、
自
治
庁
（
現

総
務
省
）
主
催
全
国
新
市
郷
土
芸
能
大
会
に
青
森
県
代
表
と
し

て
参
加
し
、
第
一
位
に
入
賞
す
る
。

獅子踊のレリーフ（佐藤清蔵作）
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県
天
然
記
念
物



県
天
然
記
念
物

妙
経
寺
の
カ
ヤ
の
木

所
在
地

黒
石
市
京
町
字
寺
町
一
二

所
有
者

妙
経
寺
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妙み
ょ

経う
き

寺ょ
う
じの
境
内
に
「
揚よ
う

光こ
う

園え
ん

」
と
い
う
庭
園
が
あ
る
。
こ
の
庭
園
の
西
側
奥
に
カ
ヤ
の
木
一
本
が
あ
り
、
天
然
記

念
物
と
し
て
県
の
指
定
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
カ
ヤ
の
木
は
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
で
、
樹
齢
約
七
百
年
、
樹
高
一
九
・
五
ｍ
、
根
元
幹
周
六
・
五
五
ｍ
で
あ
る
。

地
上
二
ｍ
の
位
置
か
ら
主
幹
が
二
本
に
分
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
地
上
三
ｍ
付
近
か
ら
、
二
本
と
三
本
の
合
わ
せ
て
五

本
の
支
幹
が
虚こ

空く
う

に
そ
び
え
立
つ
。
樹
勢
は
腐
朽
も
な
く
、
順
調
に
生
育
し
て
い
る
。

元
来
カ
ヤ
の
木
は
、
宮
城
県
下
御
岳
国
有
林
を
自
然
分
布
地
域
の
北
限
と
し
て
お
り
、
北
方
で
は
カ
ヤ
の
木
は
育

た
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
妙
経
寺
に
伝
わ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
地
方
は
古
く
か
ら
天て
ん

台だ
い

密み
っ

教き
ょ
うの

勢
力
圏
で
、
修
験
道
が
さ
か
ん
に

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
各
地
を
巡
回
し
た
修
験
者
た
ち
が
、
カ
ヤ
の
木
の
苗
木
を
こ
の
地
へ
移
植
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
カ
ヤ
の
木
は
、妙
経
寺
が
創
立
す
る
三
百
七
十
年
前
か
ら
こ
の
敷
地
内
で
生
育
し
て
い
る
。

本
県
で
は
三
戸
郡
南
郷
村
の
高
松
寺
の
カ
ヤ
の
木
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
妙
経
寺
の
カ
ヤ
の
木
は
こ
れ
よ
り
も

約
二
百
年
近
く
も
古
く
、
ま
た
、
幹
周
も
大
き
い
。
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〈
妙
経
寺
〉

妙み
ょ

経う
き

寺ょ
う
じの
前
身
は
、
法ほ
う

輪り
ん

寺じ

で
あ
る
。
法
輪
寺
は
、
弘こ
う

治じ

二

年
（
一
五
五
六
）
に
、
浅
瀬
石
城
十
代
城
主
千せ
ん

徳と
く

政ま
さ

氏う
じ

の
祈
願

所
と
し
て
建
て
ら
れ
た
が
、
慶け
い

長ち
ょ
う二

年
（
一
五
九
七
）、
津つ

軽が
る

為た
め

信の
ぶ

が
浅
瀬
石
城
を
攻
略
し
た
際
に
焼
失
し
た
。

そ
の
後
、
法
輪
寺
は
牡ぼ
た

丹ん
だ

平い
ら

山や
ま

祇ず
み

神じ
ん

社じ
ゃ

向
い
に
再
建
さ
れ
た

が
、
こ
れ
も
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
承
じ
ょ
う

応お
う

元
年
（
一

六
五
二
）、
弘
前
市
新
寺
町
に
あ
る
本
行
寺
六
代
日
に
ち
じ

住ゅ
う

上し
ょ

人う
に
んが

、

日
蓮
宗
の
寺
を
建
て
る
た
め
、
弘
前
藩
三
代
津
軽
信の
ぶ

義よ
し

か
ら
現

在
地
の
京
町
字
寺
町
を
拝は
い

領り
ょ
うし
た
。
そ
し
て
、
弟
子
の
日に
ち

饒ぎ
ょ
うを

派
遣
し
、
法
輪
寺
を
併
合
し
て
「
法
輪
山
妙
経
寺
」
を
創
立
し

た
。
こ
れ
は
信の
ぶ

英ふ
さ

の
分
知
の
五
年
前
で
あ
る
。

境
内
の
「
揚よ
う

光こ
う

園え
ん

」
は
、
八
甲
田
連
峰
を
借
景
し
た
名
園
で
、

京
都
の
茶
人
野の

元も
と

道ど
う

玄げ
ん

の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

妙経寺本堂
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県
天
然
記
念
物

中
野
神
社
の
対
植
え
の
モ
ミ

所
在
地

黒
石
市
大
字
南
中
野
字
不
動
館
二
六
―
三

所
有
者

中
野
神
社
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中
野
神
社
随
身
門
前
に
二
本
の
モ
ミ
の
木
が
対
に
な
っ
て
植
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
モ
ミ
の
木
は
マ
ツ
科
モ
ミ
属
の
モ
ミ
で
、
樹
齢
約
二
百
年
で
あ
る
。
随
身
門
向
か
っ
て
右
の
モ
ミ
は
、
樹
高

三
八
・
四
ｍ
、
幹
周
三
・
九
五
ｍ
、
左
の
モ
ミ
は
、
樹
高
三
三
・
六
ｍ
、
幹
周
三
・
四
三
ｍ
で
あ
る
。
心
梢
の
生
長

が
止
ま
り
、
樹
形
は
広
い
卵
状
円
錐
形
と
な
っ
て
い
る
。

モ
ミ
は
日
本
特
産
の
常
緑
針
葉
樹
で
根
が
深
く
、谷
間
な
ど
の
深
層
な
肥
沃
地
に
生
育
し
て
い
る
。
植
栽
分
布
は
、

北
海
道
南
部
を
北
限
と
し
て
全
国
に
見
ら
れ
、
自
然
分
布
で
は
秋
田
県
能
代
市
を
北
限
、
鹿
児
島
県
屋
久
島
を
南
限

に
全
国
に
生
息
し
て
い
る
。

モ
ミ
の
樹
齢
は
百
〜
百
五
十
年
と
比
較
的
短
命
な
樹
木
で
あ
る
た
め
、
全
国
的
に
巨
木
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
中
野
神
社
の
モ
ミ
の
木
は
低
地
に
生
息
す
る
樹
齢
二
百
年
の
老
木
で
あ
る
が
、
未
だ
健
在
で
あ
る
。

県
内
で
は
、
十
和
田
市
の
モ
ミ
の
木
（
樹
齢
五
百
年
以
上
）、
鶴
田
町
妙
堂
崎
の
モ
ミ
（
推
定
樹
齢
三
百
五
十
年
）

が
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
中
野
神
社
の
モ
ミ
の
木
は
、
こ
れ
ら
の
木
と
比
べ
て
も
遜
色
な
く
、
ま

た
、
神
前
に
対
植
え
さ
れ
た
ほ
ぼ
同
形
の
巨
木
で
あ
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
。
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〈
中
野
神
社
〉

大だ
い

同ど
う

二
年
（
八
〇
七
）
に
坂
上
田
村
麻
呂

さ
か
の
う
え
の
た
む
ら
ま
ろ

が
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
南
北
朝

期
の
創
建
と
さ
れ
る
不
動
尊
堂
（
現
在
の
中
野
神
社
）
は
、
古
く
か
ら
「
津
軽
三
不
動
」
の
一
つ
と
し
て
津
軽
全
域

の
人
々
か
ら
信
仰
さ
れ
、
弘
前
・
黒
石
両
藩
主
も
度
々
参
詣
に
訪
れ
て
い
た
。
ま
た
、
戦
国
時
代
に
は
浅
瀬
石
城
主

千
徳
氏
に
属
す
る
山や
ま

形が
た

周す

防お
う

長な
が

胤た
ね

が
不
動
館
を
構
え
て
い
た
と
も
い
わ
れ
、
浅
瀬
石
川
上
流
地
域
防
衛
の
要
で
あ
っ

た
。
し
か
し
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、
本
尊
の
不
動
尊
像
が
山
形
町
の
法
眼
寺
に
移
さ
た

た
め
、
日
や
ま
と

本た
け

武る
の

尊み
こ
とを

祀
る
中
野
神
社
と
な
っ
た
。

『
中
野
神
社
由
緒
』
に
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
の
来
征
の
ほ
か
に
岩
木
山
と
八
甲
田
山
の
両
神
の
争
い
、
八
太
郎
物

語
の
伝
説
を
は
じ
め
、
津
軽
民
衆
の
信
仰
の
推
移
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
中
野
神
社
の
由
来
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
。
津
軽
信の
ぶ

英ふ
さ

が
黒
石
領
を
分
知
し
て
か
ら
は
、
中
野
山
は
不
動
の
滝
と
調
和
す
る
紅
葉
の
名
所
と
な
り
、
黒
石
藩

主
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
弘
前
藩
主
も
不
動
尊
参
詣
を
兼
ね
て
た
び
た
び
観
楓
に
訪
れ
た
。
現
在
で
も
紅
葉
の
名
所

と
し
て
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
。
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県
天
然
記
念
物

薬
師
寺
の
石
割
カ
エ
デ

所
在
地

黒
石
市
大
字
温
湯
字
鶴
泉
一
二
―
四

所
有
者

薬
師
寺

薬
師
寺
境
内
東
側
に
岩
が
あ
る
が
、
そ
の
岩
を
割
っ
て

一
本
の
カ
エ
デ
の
木
が
生
え
て
い
る
。
巨
木
で
は
な
い

が
、
カ
エ
デ
は
岩
上
を
跨
る
か
の
よ
う
に
生
え
て
お
り
、

そ
の
風
貌
が
岩
手
県
盛
岡
市
に
あ
る
「
石
割
桜
」
に
似
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
石
割
楓
」
の
名
が
つ
い
た
。

こ
の
カ
エ
デ
は
、
カ
エ
デ
科
カ
エ
デ
属
の
オ
ニ
イ
タ
ヤ

カ
エ
デ
で
、
樹
齢
は
四
百
〜
五
百
年
、
樹
高
一
一
・
八
ｍ
、

根
元
幹
周
六
・
一
ｍ
を
計
測
す
る
。

樹
幹
に
大
き
な
空
洞
が
あ
る
が
、
樹
勢
は
す
こ
ぶ
る
旺

盛
で
あ
る
。
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〈
薬
師
寺
〉

寛か
ん

永え
い

元
年
（
一
六
二
四
）、
黒
石
に
蟄ち
っ

居き
ょ

し
て
い
た
花か

山ざ
ん

院い
ん

忠た
だ

長な
が

が
温
湯
へ
入
湯
し
た
際
、
薬
師
如
来
像
を
安
置
し

た
と
い
う
。
延え
ん

宝ぽ
う

六
年
（
一
六
七
八
）、
潮
ち
ょ
う

音お
ん

禅ぜ
ん

師じ

（
群
馬
県
黒
瀧
山
不
動
寺
の
開
山
者
）
の
弟
子
・
宗そ
う

運う
ん

が
そ
の
薬

師
堂
を
参
詣
し
た
際
に
堂
の
傍
ら
に
あ
っ
た
庵
を
譲
り
受
け
、
翌
七
年
、
津
軽
に
お
け
る
最
初
の
黄お
う

檗ば
く

宗し
ゅ
うの

道
場
を

開
基
し
た
。
そ
の
道
場
は
天て
ん

和な

三
年
（
一
六
八
三
）、
黒
石
二
代
領
主
津
軽
信の
ぶ

敏と
し

に
よ
り
「
宝
巌
山
法
眼
寺
」
と
命
名

さ
れ
た
。
し
か
し
法
眼
寺
は
領
主
の
祈
願
所
と
し
て
元げ
ん

禄ろ
く

四
年
（
一
六
九
一
）
に
山
形
町
へ
と
移
さ
れ
た
た
め
、
温

湯
に
は
薬
師
堂
が
残
り
、
監
寺
か
ん
す

が
置
か
れ
た
。
享
き
ょ
う

保ほ
う

九
年
（
一
七
二
四
）、
弘
前
藩
五
代
藩
主
津
軽
信の
ぶ

寿ひ
さ

が
薬
師
堂
を

参
詣
し
境
内
の
紅
葉
を
賞
賛
し
た
際
、「
瑠
璃
山
薬
師
寺
」
の
寺
号
を
授
け
て
い
る
。

黄
檗
宗
は
禅
宗
三
派
の
一
つ
で
、
宗
派
は
隠い
ん

元げ
ん

で
あ
る
。
隠
元
は
中
国
福
建
省
の
出
身
で
、
承
じ
ょ
う

応お
う

三
年
（
一
六
五

四
）
に
中
国
か
ら
長
崎
に
渡
来
後
、
京
都
府
宇
治
市
に
黄
檗
山
萬ま
ん

福ぷ
く

寺じ

を
創
立
し
本
山
と
す
る
。
黄
檗
宗
の
寺
は
、

現
在
全
国
に
約
五
百
ヶ
寺
あ
る
が
、
東
北
で
は
十
五
寺
、
県
内
で
は
わ
ず
か
三
寺
の
み
で
、
そ
の
う
ち
の
二
寺
（
法

眼
寺
と
薬
師
寺
）
が
黒
石
に
あ
る
。
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